
奈
良
県
告
示
第
三
十
八
号

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
号
）

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
希
少
野
生
動
植
物
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
三

百
八
十
九
号
（
特
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
）
で
指
定
し
た
次
の
希
少
野
生
動
植
物
に
つ
い
て
、
そ

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
八
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

希
少
野
生
動
植
物
の
名
称

ニ
セ
ツ
ク
シ
ア
ザ
ミ
（
キ
ク
科
）
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